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 In Japan, the right of privacy was admitted for the first time in the "After the Banquet" case. The decision 

was given by the District Court of Tokyo in 1964. "After the Banquet" is the title of a novel which was 

written in 1960 by Yukio Mishima, one of the most famous novelists in Japan. He and Shinchosha, the 

publisher of this novel, were defendants. On the other hand, the plaintiff was the model of the hero in the 
novel and was a candidate in the election for Governor of Tokyo in 1959. 

 The case was decided in favor of the plaintiff. It then became a leading case in Japanese privacy suits, the 

dicision being quoted in a recent privacy case in 1995, for example. It defined the right of privacy and 

enumerated the conditions required to legally redress the damage caused by a violation of privacy. The 

definition and conditions have been quoted in many books or articles since then. 

 But the definition and the required conditions contain some ambiguous elements and the decision makes 

some important errors, which are due to misunderstandings about privacy. In this thesis, these errors are 

pointed out and an analysis is made about the reason why such errors happened, on the basis of some judicial 

precedents in the United States of America.
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1.は じめ に

昭和36年3月 に訴訟が提起 され、昭和39年9月28日 、東京地方裁判所から判決が出された小説

『宴のあと』(著 者、三島由紀夫)事 件。それは30年 以上 も前のことである。「画期的な意義 を有す

る名判決」〔1〕と評価 され、多 くの人がその評価を疑わないこの事件を、現在取 り上げることに

何の意味があるのか、この問いにまず答えなければならない。

この東京地方裁判所の判決 〔2〕の中に述べられたプライバ シーの権利の定義や、その権利の侵

害に対 して法的救済が与えられる要件については、既 に数多 くの文献に引用され、ほとんどの人

に公理のように思われている。例えば、平成7年5月19日 、東京地方裁判所で判決が出された小説

『名 もな き道 を』(著 者、高橋治)事 件では、原告が プライバ シーの侵害の成立要件 として小説

『宴のあと』事件判決を援用 している。

原告は、「プライバ シーの侵害が成立するためには、①私生活上の事実又は私生活上の事実らし

く受け取 られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性 を基準 にして、当該私人の立場

に立った場合公開を欲 しないであろ うと認められる事柄であること、換言すれば、一般人の感覚

を基準 として、公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められる事柄

であること、③一般の人々に未だ知 られていない事柄であることとを要 し、かつ、 このような事

柄の公開によって当該私人が実際に不快 ・不安の念 を覚えたことを要す るところ、原告 らは、本

件小説 において、次の ような私生活上の事実について虚実ない まぜ に描かれ、明 らかにプライバ

シーを侵害された」 〔3〕と主張 している。

これは、小説 『宴のあと』事件判決の文章とほぼ同 じである。多 くの人は、この文章に疑い を

抱 くことはないかもしれない。 しか し、1つ 非常に腑 に落ちない文がそこに挿入 されている。「私

生活上の事実 らしく受け取 られるおそれのある事柄」 という箇所がそれである。 この文言の意味

が不明瞭であるというだけでなく、「私生活上の事実」 という言葉 と共に並べ られていることに不

自然 さを感 じるのである。本論文は、この部分に焦点をあて、この違和感 を解消す ることを目的

としている。それは、「プライバシー」 という言葉によって、そこで何が表現 されているかを問う

ことで もある。従って、小説 『宴のあと』 とプライバシー、及び 「モデル小説」 にかかわるすべ

てのことを考察の対象 としてはいない。

また、他のプライバシー訴訟 と異 なり、小説 『宴のあと』事件には検討 しうる資料 も多 く、 し

か もその資料 には法律家の手 になるもの以外の もの もあ り、多面的な考察が可能である。このこ

とも、小説 『宴のあ と』事件 を今 日検討する理由の1つ である。

2.W.L.プ ロ ッ サ ー と プ ラ イ バ シ ー

小説 『宴 のあ と』事件 も、その判決の中のプライバシーの権利の定義や権利侵害の成立要件だ

けが取 り上げられ、それらだけが浮 き上がっているように、一般 にこの種の問題を扱 うときには

定義か ら入っていくことが多い ように思われる。例えば、個人データ、或いは個人情報の保護に

主眼をおいた定義を、直接他の領域 に適用することが よく行 われている。小説 『名 もなき道 を』

事件では、被告は、厂プライバシーの権利 とは自己に関する情報をコン トロールする権利であるか

ら、右のとお りプライバ シーの主体 自身が 自己に関する情報を開示ない し利用されることに同意
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した 以 上 、 違 法 性 は もち ろ ん権 利 侵 害 性 も 阻 却 さ れ る の で あ り」 と、 情 報 を コ ン トロ ー ル す る権

利 説 を主 張 して い る 。 しか し、 この よ う な定 義 を も とに メ デ ィア の プ ラ イバ シ ー 問 題 を処 理 し よ

う と して も、 ど こか に綻 び が 生 じて し ま う もの で あ る 。 こ の事 件 の 被 告 は 別 の 箇 所 で 、 「小 説 と の

関 係 にお け る プ ラ イ バ シー 保 護 の 対 象 は 、 公 権 力 や 報 道 機 関 に よ る個 人 情 報 の 侵 害 に関 して 発 展

して きた 『放 っ て お い て も ら う権 利 』 とか 『自 己 の 情 報 を コ ン トロ ー ル す る 権 利 』 の 対 象 た る事

実 よ りは狭 く捉 え られ るべ きで あ り」 と主 張 し、 そ の 見 解 は一 貫 性 を欠 い て い る。

と こ ろで 、 小 説 『宴 の あ と』 事 件 判 決 が 下 敷 き に して い る と思 わ れ る の は 、 ア メ リ カ合 衆 国 で

積 み 上 げ られ て きた種 々 の判 例 で あ ろ う。 と りわ け 、 そ れ ら諸 判 例 を総 合 的 に検 討 したW.L.プ ロ

ッサ ー(WilliamL.Prosser)の 理 論 は 重 要 で あ る 。S.D.ウ ォー レ ン(SamuelD.Warren)とL.D.

ブ ラ ン ダ イズ(LouisD.Brandeis)に よ る 明 治23年(1890年)の 論 文 『プ ラ イ バ シ ー の権 利(The

RighttoPrivacy)』 以 来 、 ア メ リ カ合 衆 国 で は 、 具 体 的 な訴 訟 を通 じて 多 くの判 例 が つ く られ て き

た。 プ ロ ッサ ー は 、 これ らの 判 例 を分 析 して4つ の類 型 に整 理 し、 そ れ を 昭和35年(1960年)8月 、

『カ リフ ォル ニ ア ・ロ ー ・レ ヴ ュ ー(CaliforniaLawReview)』 に 『プ ラ イ バ シ ー(Privacy)』 と題

して発 表 した。 この 論 文 以 後 、 種 々 の 分 類 法 や1つ の権 利 へ の統 一 理 論 が 主 張 さ れ て きた が 、 プ ロ

ッサ ー の類 型 論 へ の 決 定 的 な 批 判 とは な っ て い な い 。 例 え ば 、 現 在 ア メ リ カ合 衆 国 で 出 版 さ れ て

い る マ ス ・メ デ ィ ア法 に 関 す る文 献 で も、 プ ラ イバ シ ー に 関す る 章 は 、 プ ロ ッサ ー の4つ の 類 型 に

基 づ い て 書 か れ て い る 。 〔4〕こ れ は 、 単 純 な1つ の 定 義 で 、 プ ラ イバ シ ー にか か わ る問 題 を統 一 的

に解 釈 す る こ とが 困 難 な こ とを示 して い る。 そ こ で まず 、 プ ロ ッサ ー の4つ の類 型 を提 示 し、 そ れ

を前 提 と して小 説 『宴 の あ と』 事 件 判 決 を検 討 して い きた い 。

プ ロ ッサ ー に よれ ば 、 プ ラ イバ シ ー の 権 利 は 「1つ の 不 法 行 為 で は な く、4つ の 不 法 行 為 の合 成

物 で あ る 。 プ ラ イ バ シ ー 法 は 、 原 告 の4つ の 異 な っ た利 益 へ の4つ の全 く別 種 の 侵 害 か ら な っ て い

る 。 そ れ らは 、 共 通 な 名 称 で1つ に結 び付 け られ て い る が 、 そ の 他 の点 で は 、 そ れ ぞ れ が 、 クー リ

ー(Cooley)裁 判 官 に よ っ て つ く り出 さ れ た 『ひ と りで 放 っ て お か れ る 』 とい う原 告 の 権 利 を損

な う とい う こ と以 外 、 共 通 点 は ほ とん ど な い」 〔5〕。

4つ の 不 法 行 為 は 、

「1.原 告 が 引 きこ も っ て い た り、 ひ と りで い た りす る こ とへ の 侵 入 、 或 い は 原 告 の 私事(private

affairs)へ の侵 入

2.原 告 に 関 す る、 当惑 す る よ うな私 的 事 実(privatefacts)の 公 開(publicdisclosure)

3.原 告 を誤 解 させ る よ う な公 表(publicity)

4.被 告 の 利 益 を 目的 と した、 原 告 の 名 前 或 い は 肖像 の 盗 用 」 〔6〕

か らな る 。

第1の 不 法 行 為 に は 、 住 居 や そ の 他 の場 所(ホ テ ル の 部屋 、 汽 船 の 中 の 婦 人 専 用 室 な ど)へ の 侵

入 、 商 店 に お け る シ ョ ッ ピ ン グバ ッ グ の不 法 な検 査 、 さ ら に電 話 に よ る 私 的 な 会 話 の盗 聴 、 住 居

の 中 を 窓 か ら覗 き見 る こ と、 繰 り返 さ れ る 迷 惑 電 話 、 権 限 も な く銀 行 口 座 を詮 索 す る こ と な どが

あ る 。

け れ ど も、 教 会 にお け る 集 会 を乱 す よ う な騒 音 、 公 衆 の 前 で の 不作 法 、声 高 に名 前 を呼 ぶ 行 為 、

或 い は無 礼 な 身 振 りな どは 、 侵 入 と い う に は 充 分 で は な い 。 また 、 警 察 が 権 限 内 で写 真 を撮 影 し

た り、 指 紋 を とっ た りす る と き、 ま た法 律 に よ っ て 保 管 と供 覧 とが 求 め られ て い る 団 体 の記 録 を

閲 覧 した り公 開 した りす る と きは 侵 入 と な ら な い 。 公 道 や 他 の 公 の場 所 に い る と き は、 原 告 は ひ

と りで い る法 的権 利 を も た な い 。 公 の場 所 で 、 単 につ け 回 した り、 見 つ め た りす る こ と や 、 ま た
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写真を撮 ることもプライバシーの侵害ではない。写真 を撮ることによって、誰でも自由に見 るこ

とので きる公的な光景を記録することは、詳細に叙述することと本質的に異ならないか らである。

しか し、病院のベ ッドで寝 ているとき、自宅に引 きこもっているときの写真撮影は侵入 となる。

Cpl

第2の 類型に属するものは、例 えば、7年 前有名な殺人事件の被告であった更生 した売春婦 を、

同一視 できるようにして過去の歴史的事実を映画化すること、借金についての公表、人の体の内

密な部分の医学的写真の公表、ある女性の男性のような性格 と奇抜な行動の公表などがある。但

し、私的事実の暴露は、私的なものではな く公然 とした暴露であること、つまり公表であること、

公開される事実は公的事実ではな く私的事実であること、及び公表された内容が、普通の感受性

をもった一般的な人にとって不快 であることが要求される。従って、公の場所で見ることのでき

るものを、写真によって記録 し流布することは記述する場合と同程度まで認容 される。〔8〕

第3の 不法行為は、原告について誤った印象 を与えた り誤解 を与 えたりするような公表である。

この類型 には、本や記事を捏造 してある主張や発言 を原告に帰属 させて公表すること、ある請願

を行うとき原告の名前を無断で使用すること、原告の写真 を原告 と関係のない本や記事 に関係が

あるかのように使用することなどが含 まれる。〔9〕

第4の 不法行為 は、被告の利益(benefit)や 便宜(advantage)の ために、原告の名前や肖像 を利

用する という類型である。例 えば、同意な く、原告の名前、写真や肖像を被告の製品に利用 した

り、法人の名称 に名声 を与えるため使用 した り、その他の営利的 目的のために利用 した りするこ

となどがこの類型 に属する。〔10〕

「ここで関係 しているのは、原告のアイデンティティーの象徴 としての原告の名前であって、

単 なる名前ではない。その使用が不法行為でなければ、名前の使用に対する排他的な権利の よう

なものは存在せず、誰でも好 きな名前 を与えられ、また採用することがで きる」。「ただ、自分 自

身の便宜 を目的として原告のアイデンティティーを盗用するために名前を使 うときは」、責任 を負

わねばならない。〔11〕「従って、文脈や状況が、原告の名前であることを示 していなければ、小

説の中や企業の名称 に原告 と同 じ名前が使用 されていること」は、盗用 というには充分ではない。

手足、家、 自動車や犬などの写真の公表は、それが誰の ものか示 されていないときは責任 を負 う

ことはない し、また 「原告の性格、職業や経歴のあ らましが、原告の生活上の数多 くの実際の出

来事と共 に、明らか に虚構である小説の中の一人物のための基礎 として使用 されているときも、
いかなる責任 も負わない」。〔12〕

3、 「モデル小説」 とは

小説 『宴のあと』事件は、「モデル小説」 におけるプライバシー侵害として論 じられて きた。従

って、厂モデル小説」 とはいかなる ものか、あ らかじめ明確に しておかねばならない。小説 『宴の

あと』事件の原告が 厂モデル小説」を分類 し、小説 『名 もなき道を』事件の被告がそれ を踏襲 し

ている。 しか しそれは、自己の主張を正当化するためのものであり、一般化で きるものではない。

小説 『宴のあ と』事件の原告は、同小説が伝記小説の一種であることを、また小説 『名 もなき道

を』事件の被告は、 自分の小説が 厂モデル小説」で も伝記小説でもないことを説明するためにそ

の分類 を使用 している。 ここでは雑誌 『群像』(昭 和35年11月)の 創作合評で述べ られた河上徹
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太郎の表現 を採用する。河上徹太郎によれば、rモ デル小 説 というものは、こういう肚會的な事

件なり事實があつて、それに一つのワクを設定 しておいて、そのワクは、適當に急所 々々に釘が

打つてあつて、その中で小 読家は自由に人物を生かせばいい」〔13〕小説である。

この 厂モデル小説」 と異なり、 日本の文学的表現の1つ の形式として 「私小説」 というものがあ

る。両者は同じものではない。「私小説」では、「私」 という作者 を中心 として、作者の周辺の人

物の私生活が小説中に描写 される。

最近話題 となった2つ の事件で、両者の違いを示 しておこう。「モデル小説」の例は既に何度 も

引用 した小説 『名 もなき道を』であ り、「私小説」の例は、それに類似 したものとして柳美里の 自

伝的小説 『石 に泳 ぐ魚』 を挙げてみたい。前者 は、旧制第四高等学校、そ して東北大学を卒業 し

て後、司法試験を20回 受験 して不合格 とな り、最後に温泉ホテルで変死 した主人公(槙 山光太郎)

を、その恩師、妹夫婦、友人とのかかわ りの中で描いた小説で、それぞれモデルが存在 している。

妹夫婦 として描かれた人物がこの事件の原告である。原告は、 この小説 に自分 らの学歴、結婚 の

経緯、医院開業の経緯 と財産関係、主人公の色覚異常(遺 伝的要因)、 主人公の死因、原告の両親

の結婚の経緯や家族関係、原告 らの人物像が描かれてお り、プライバシー及び名誉と信用が侵害

されたとして訴えた。高橋治によって書かれたこの小説は、昭和59年11月11日 か ら高知新聞に連

載 され、昭和63年5月 に講談社から単行本として刊行 された。この小説 『名 もなき道を』事件 は、

小説 『宴のあ と』事件 に類似 しているが、前者 には、原告の私事が公開 されていること、及び原

告が公的存在ではないという点 に主な相違がある。東京地方裁判所は、プライバ シー侵害 を認め

なかった。

小説 『石に泳 ぐ魚』事件では、雑誌 『新潮』の平成6年9月 号に掲載された新人劇作家柳美里の

小説 『石に泳 ぐ魚』 に対 し、その小説に登場する 「里花」のモデルが、プライバシー及び名誉 を

侵害されたとして単行本の出版の差 し止めを求めた。 この小説は、「私の心 に棲みつ く魚は、進む
ことのできない石の海を泳いでいる 。祖国への違和感、崩壊 した家庭、性 を揺るがす男たち
……26歳 ・話題の新鋭劇作家が叩きつける、愛憎に彩 られた鮮烈な自伝的処女小説!」 と 『新潮』

9月 号の 目次 に記 されているように、「モデル小説」ではない。この小説には仮名が使用 されてい

るが、顔 に腫瘍のある原告の容姿、人間関係や私事が事実に基づいて描かれている。

ドナル ド ・キーンによれば、三島由紀夫にとって古典は少なくとも3つ の重要な意味をもってい

た。1つ は、 日本文学の古典への憧れであ り、第2に 、 ヨーロッパの文学や文化への憧 れが挙げら

れる。〔14〕ところで、

「三島の古典主義の第三の意義は、 もっと複雑である。三島を評 して、創造力に富む作家

と人はいうが、 もちろん、その評価 は正 しい。 しか し特定の事件、または古典 にもとつい

て書いた作品は、三島自身の体験 にもとついた作品よりも芸術的に優れている。『近代能楽

集』『芙蓉露大内実記』『潮騒』などは古典の筋立てを伝えた作品であ り、『金閣寺』(三 十
一年)『 宴のあ と』(三 十五年)な どは

、ある有名な事件によった筋立てである。

『親切な機械』の後記に、『事件 とい うものが一種の古典的性格 をもっていることは、古

典 とい うものが年月の経過 とともに一種の事件的性格 を帯びるのと似通っている』 と書い

ているが、この言葉は資料に対する三島の態度 をよく物語っている。金閣寺放火事件 を小

説の主題 として選んだのは、一種の歴史小説を書 く意志があったためではな く、一般の読

者によく知 られている話 を媒体 として、 自分の思想をつたえる、 という古典的な方法に従

ったのである。
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こういう意味の 『古典的』な作品は、多彩 な三島文学の中にあって特 に評価の高い もの

である。作家 自身と直接的な関係がないか らこそ、自分の文体の特徴を発揮す るのにふ さ

わ しい題材でもあった。西鶴や近松が当時の庶民社会の世間話 を材料に して、独 自の文体

や思想 をあ らわ したように、三島は古典的性格 をもつ事件や、事件的1生格 を帯びた古典的

なテーマを主題 にする場合、個性的な文体やアフォリズムでその手腕を発揮する。」〔15〕

小説 『宴のあと』は、「モデル小説」 という通俗化 された呼称 を与えられているが、このような

意味で 「古典的」な作品である。

詩人清水昶は、『三島由紀夫 荒野からの黙示』の中で三島由紀夫の 『金閣寺』 に触れて、次の

ように書いている。

「『金閣寺』の主人公f口 は実在 した徒弟僧、林養賢をモデルにしたことはよく知 られて

いる。三島は 『金閣寺』 を書 くにあたって実 によく林養賢について調べあげたらしいが、

後に三島は小林秀雄 との 『金閣寺』 についての対談 『美のかたち』で 『彼はたい したこと

をいつてゐないんだな』と述べているごとく林養賢そのひとの精神の在 り様には失望 して

いる。だか らこそ三島は最大限の作家的独創で 『金閣寺』を書 きえたともいえるのである。

林養賢のことにかぎらず、大谷大学内部の風景や金閣寺の構造 も精密に調べあげている。

いささか笑話め くが、わた しは 『金閣寺』を読んで単純に感激 し、本気で大谷大学 に入

ろうとしたことがある。京都にいた頃、わた しは市電烏丸車庫のす ぐちか くに住んでいた。

大谷大学のす ぐちか くである。毎 日、大谷大学の前を通って通学 していた し、何度か校 内

にも入ったことがあった。『金閣寺』 を読んでお どろいたのは、三島の大谷大学の描写が、

わたしの見慣れた風景と寸分 もちがわないことであった。」〔16〕

4.小 説 『宴のあ と』

三島由紀夫作 『宴のあと』 は、雑誌 『中央公論』の昭和35年1月 号か ら10月 号 まで連載 され、

その後同年11月 、新潮社か ら単行本 として刊行された。翌年3月 、小説に登場する人物 「野口雄

賢」のモデル有田八郎(原 告)が 、プライバシーが侵害 されたとして訴訟を提起 した。被告は、三

島由紀夫(本 名平 岡公威)、 新潮社(代 表取締役佐藤義夫)、 及び佐藤亮一である。昭和39年9月 、

東京地方裁判所がほぼ原告の請求 を認める判決を出すが、被告側が控訴 し、東京高等裁判所で審

理が進められていた。その後、原告有田八郎の死去 と共に遺族 との和解が成立 し、出版及び販売

が認め られている。この間、昭和38年(1963年)に ドナル ド・キーンによる英訳("Afterthe

Banquet")が 出版されて以後、諸外国語に翻訳され刊行されている。例えば、昭和40年(1965年)

に は 、 フ ラ ン ス の ガ リマ ー ル(Gallimard)カ ～勉!醤 吾版"ApresleBanquet"が 刊 行 さ れ て い る。 〔17〕

ドナル ド ・キーンは、『三島由紀夫文学o画 廊』の中で小説 『宴のあと』 を取 り上げ、「中年の

女性人物 としては世界の文学の中で一番 よく描かれている、とイギ リスのアンガス ・ウィルソン

が評価 したが、雪後庵 という高級料理屋の女将のかつ は、確かに三島文学で最 も立体性 のある人

物の一人である」〔18〕と記 している。

西尾幹二によれば、「この作品の一見明瞭な主題は、言うまでもなく、革新政党 に擁立 された都

知事候補野口雄賢が古風な道義の人で、非現実的であって、およそ政治が見えないのに反 し、率

直で、情熱的で、本能的な雪後庵の無学な女将福沢かつの方がよ り政治世界を理解 していた、つ
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まり、『知識人』の空想的な理想 より、『民衆』の生命力 に富む現実感覚の方が より政治的であっ

た、とい う皮肉の表現にある」。そ して、「この作品が 『中央公論』に連載 されていたときが、丁

度、一九六〇年の安保騒動 と時期的に符合 しているため、また、作者のその後の活動から推 して

も、この一作が 日本の政治現実への作者のアイロニカルな反応であったことは疑えないことだろ

う」。 しか し、作者はここに政治世界 を描いているわけではない。「作者は日本の政治世界 を垣間

見、そこに作者の考 えるような西洋風に様式化 された政治現実が欠如 していることをはっきり意

識 しなが ら、いいかえれば政治的ロマ ンの成立する 『型』の欠如 した日本の非政治的風土 を正確

に観察 している」。 ところで、「野口雄賢は西洋的知性を代表 しているわけではない」。「長 く外交

官の職 にあ り、 ドイッ書 を読む知性人だが、その古風で大時代的な道義心はむ しろ支那の政治道

徳に近い」。 しかし、「作者 はけっ して野口を嘲笑 してはいない。それどころか、野口が妻かつの

裏切 りに二度 にわたって激昂 しながら、選挙のさなかの怪文書事件では、妻 に対 し沈黙するとい

う優 しさがあることを強調 している。作者はそういう明治風 の貴族主義的な精神の 『型』 を描 く

ことにみごとに成功 しているが、こういう知性人がいっこう西洋的な行動様式を身につけていな

いところに、作者の皮肉な眼がある」。「作者 はこの作品が書かれた当時、 日本の現実にかな り距

離をもって、アイロニカルに接 していた。現実はそれだけよく内面化 されていた。そこにこの作

品の安定 と、芸術的な完成の度合いの高さがあるように思える」。〔19〕

このように、作者の野口雄賢とい う人物の描 き方には、1つ の偏 りがある。けれどもそれは、西

尾幹二が述べているように 「野口を嘲笑 して」いるわけではない。平成8年 に刊行された 『五衰の

人 三島由紀夫私記』の中で、著者徳岡孝夫 は、三島由紀夫にインタビューした ときのことを次

のように述べている。

「つ まらない質問をしたものだ と、私 は身が竦んだ。新聞記者は現象の外面だけを扱 うの

が商売であって、内面 は芸術家の領分だとはいえ、聞かず もがなの愚問を発 したことを後

悔 した。

そのうち話はだんだん佳境 に入ってきて、三島さんは 『士道』を説明 し始めた。

ぼ くは、魂の問題 ということで 『士道』 とい う言葉を使った。内面的なモラルとい

ってもいい。内面的なモラル とい うものは、自分が決めて自分が(自 分を)し ばるも

のだ。それがなければ、精神なんてグニ ャグニャになっちゃう。今 日では、自分で自

分をしばるといったス トイックな精神的態度を、だれも要求 しなくなった。ス トイッ

クなのは損だと、だれもが考えている。」 〔20〕

これは後年、『サ ンデー毎 日』の記者であった徳岡孝夫 に語った言葉である。このような人の在

り方に対する評価 を、小説 『宴のあと』の執筆時に投影 してみれば、野口雄賢 という人物の姿は、
一見 して感 じるもの とは別の相貌を帯びて くる。戦後の一般的な 日本人の考 えとは異なる三島由

紀夫の人についての思いが、野口雄賢が革新党公認の候補者 として都知事選挙に挑み敗れるとい

う筋書 き、そ して小説の最後 に漂う宴のあ との寂寥感 と重なれば、その人物像に対 して反感をも

つ人が現れるという可能性はある。

ここで2つ のことについて補足 してお く。1つ は、芸術的表現 とプライバ シー との関係であ り、

もう1つ は、言論 ・表現の自由とプライバシー との関係である。これは利益較量の問題である。こ

の問題は本論文の主題ではな くあとで扱 わないので、この場所で簡単に触れてお きたい。また、

本節で述べて きたことと関連 しているからで もある。

ドナル ド・キー ンと西尾幹二の評価か らも理解 されるように、小説 『宴のあと』の芸術的 ・思
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想的価値 は疑 うことはできない。芸術性 については、以上述べてきたことにさらに付け加える必

要 もないであろう。ただ 「モデル小説」の場合、芸術的昇華度の高さが必要であ り、その点につ

いてはあとで再び取 り上げることとなる。言論 ・表現の自由との関係 については、アメリカ合衆

国のヒル事件(Time,Inc.v,Hill)に おける連邦最高裁判所判決(昭 和42年 、1967年)が 、判決の

出された情況が違 うとはいえ参考 になろう。判決によると、「ス ピーチとプレスの保障は、公務 に
ついての政治的表現や政治的論評の保護ではない。それらは、健全な政府にとって本質的なもの

ではある。 しかし人は、私人(privatecitizens)と 公務員 との別な く人々を公の 目に晒 している

樺々な領域の公表物を理解するためには、いかなる新聞であろうと、 またいかなる雑誌であろう
と手 に取 らなければならない。程度の差にかかわりな く他者 に自己を晒すことは、文明化 したコ
ミュニティーにおける生活 に付随 したものである。 自己を晒すことには危険性があるが、それは
スピーチ とプレスの自由に第1の 価値 をお く社会の生活にとって本質的なことである」〔21〕。

この2つ の点において、公的存在としての原告 を考慮すれば、小説 『宴のあと』によるプライバ

シー侵害があるとしてその違法性が阻却 されると思われる。

5.連 載の始まりより訴訟の提起まで

では次に、雑誌 『中央公論』に連載が始 まる頃から訴訟が起こされるまで、原告有田八郎の意

識の変化を軸に、原告の小説 『宴のあと』への対応を考察する。

最初に、「福沢かつ」のモデルである畔上輝井 と小説 『宴のあと』 との関係か ら見ていこう。昭

和34年 の春 から夏にかかる頃、中央公論社から三島由紀夫 に連載小説の執筆依頼があった。同年

秋頃、著者は、既に公開 されていた畔上輝井 と原告についての資料(手 記、談話の類、その他の

報道記事、刊行物など)を もとに、政治 と恋愛 との衝突という主題の小説 を書 く決定的契機 をえ

る。その後、著者は料亭 「般若苑」で畔上輝井 と会い、小説の主題を説明 し、「小説の女主人公に

非常 に美 しいイメージをいだいてお り、小説では一つの理想の姿、肯定的な人間像 をあなたを通

して描いてみたい という趣 旨の話」 をしている。畔上輝井はモデルにされることの可否は留保 し、

原告の意向 を聞 きたいという 「態度」 をとる。何回かの交渉の後、畔上輝井はモデル となる承諾

を与えている。

畔上輝井 信原告 に 「問い合わせ」を している。原告は、厂畔上輝井から電話で三島由紀夫という

小説家が般若苑のことを小説に書 きたいと申し入れてきたがどうしたものだろうか とい う趣 旨の

簡単 な問い合わせを受けたが、そのときはすでに畔上 と離婚 していたので 『その問題 については

私 としては諾否いずれとも返事 をしない、お前が どう処置するかは私の関係するところではない』

という意味のこれまた簡単な応答に終始 し、原告がその作品のモデル とされる余地、その場合の

問題などについてはなんらの意見の交換、打合 も行われず、 また被告平岡ない し中央公論社側か

ら原告に対 しこの点について原告の意向を直接打診するような措置はとられなかつた」。

連載の第6回 目が出た頃、畔上輝井 は 「中央公論社 に対 し手紙で、『軽卒 に承諾 したがあのよう

に自分が淫 らな女 として扱われている小説は全 く心外であ り、迷惑であるから、「宴のあ と」の掲

載は中止 して もらいたい』旨を申し入れ」、同時に、著者にも同様の申 し入れを行っている。 これ

に対 して著者は、「『小説は中途では否定的な箇所 も現 われるけれども結論 として最後に残 るイメ

ージが重要なものであ り
、「宴のあと」 も最後まで読んで もらえば肯定的な人間像 として描かれて
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いることが判 るで しようから』 と答 え」ている。'既に記 した ドナル ド ・キーンの文章からも、こ

の三島由紀夫の返事が正 しかったことがわかる。 この ことは、野口雄賢についても同じである。

この三島由紀夫の態度に比べ て中央公論社の対応は、出版社 としての確固たる姿勢を欠いたもの

であった。雑誌 『中央公論』の昭和35年8月 号に、「謹告」 として次のような断 り書 きを掲載 して

いる。

「好評連載中の 『宴のあと』の登場人物について、実在の人物 とまぎらわしい面があ り、

御迷惑 をかけているむきもあるようですが、作品中の登場人物の行動、性格などはすべて

作者のブイクションであり、実在の人物 とはなんら関係ありません。

念のため、誌上をもっておことわりいたします。」〔22〕

この中央公論社編集部の 「謹告」に対 して、平野謙は、「しか し、私の読後感 をいえば、やはり

これはまぎれもないモデル小説であ り、モデル小説ではあるけれど、モデルにした実在の人物に

迷惑 をかけないだけの芸術的 自信がある、 と書 き改むべ きと思われる。おそらくここに作者の責

任 と快挙 をよむべ きだろう」 と述べている。 〔23〕

確かに、テレビ番組や漫画などは小学校低学年以下の子 どもが見た り読んだ りす るであろ うか

ら、このような注意書 きにも意味があるが、雑誌 『中央公論』の読者 には不要であろう。それは

自らを貶めるものである。

次に、原告有田八郎の心の動 きを検討 してい こう。原告が、畔上輝井から般若苑のことが書か

れることについての意向を問い合わせ る電話 を受けたことは既 に記 した。判決は、その内容につ

いて 「簡単 な問い合わせ」 とか 「簡単 な応答 に終始 し」 とか或いは 「般若苑の ことを小説 に書 き

たい と申し入れて きた」 というように、あえてこの問い合わせ を軽視する態度をとっている。 こ

れは、原告 の承諾がなかったことを主張するための補強と思われる。また畔上輝井の質問に対す

る原告の返事は、判決文の通 りであるとすればあまりにひどい。原告の人格が どのようなものか

うっす らと見えて くる。この乱暴なや り取 りから推測 して、裁判所のそれとは反対 に原告 による

実質上の黙認があった、つまり暗黙の同意があった と考えることもできよう。

ところで、「原告は 『宴のあ と』が中央公論誌上 に連載されるようになつて暫 くしてこの小説の

中で原告 もモデル となつていることを知つた」 という。この文は、原告が小説化 自体を知 らなか

った というように受け取るように書かれているが、そうではなく 「この小説の中」 に書かれてい

ることを知 らなか ったと解釈するべ きであろう。 この判決文 も原告の承諾がなかったことを主張

するための補強 として述べ られているように思われる。

実はこの頃、原告は三島由紀夫に、畔上輝井を介 して署名入 りの自著 『人は馬鹿八 という』を

贈呈 していた ことが、被告主張 によって明 らかにされている。裁判所は、「早 くとも昭和34年12

月25日 以降」 と推測 してい る。 これらから推測で きることは、原告は自らがモデルとなること

(小説が般若苑のことを扱い、しかもその承諾について畔上輝井がわざわざ自分 に問い合わせてい

る以上、当然 自らもモデル となることが理解 される)に 決 して消極 的ではなかったということで

ある。 これは原告が黙認 していたことを推測 させる。

原告は、「贈呈するにあたつて、被告平岡が 『宴のあ と』を執筆 していることを知 らなかつた」

と主張 しているが、この本は畔上輝井を通 じて贈呈 されているのであって、原告の主張は納得で

きるものではない。けれ ども、 もし執筆前 に贈 ったと思っていた とすれば、それこそ積極的に同

意 したと解釈 してよいかもしれない。裁判所 は、「前妻 をモデルとした小説 を執筆するときの参考

という程度の意味であることも十分考えられるところであつて、これをもつて直ちに原告の承諾
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があつた徴憑 とは解 し難 く」 と極めて主観的な推測を行 っているが、これも納得できるものでは

ない。

同意の有無を論 じることが本論文の主題ではないので、これ以上 この問題には立 ち入 らない。

重要なことは、暗黙の同意は文書または口頭による承諾ではないということである。そ して勿論、

暗黙の同意があれば、違法性が阻却 される。

以上検討 してきたように、原告の態度 と行動が非常 に曖昧であった ということは明白である。

ここで違法性阻却事由の1つ である公的存在について触れておこう。この点に関 して、判決は明確

に判断 していない。「都知事選挙か ら一年前後 も経過 し、原告がすでに公職の候補者でな くな り、

公職の候補者 となる意思 もな くなつているときに、公職の候補者の適格性を云々する目的ではな

く、もつばら文芸的な創作意欲によつて他人のプライバ シーを公開 しようとす るのであれば、そ

れが違法にわたらないとして容認される範囲はおのずか ら先の例 よりも狭 くならざるを得ない道

理であ り、おおむねその範囲は、世間周知の事実および過去の公的活動か ら当然 うかがい得 る範

囲内のことが らまたは一般人の感受性 をもつてすれば、被害意識 を生 じない程度のことが らと解

するのが妥当である」 と述べている。これ らの文言か ら推測 して、原告が既に公的存在ではない

と判断しているように思われる。 しかし、原告の経歴(昭 和5年 にオース トリア公使兼ハ ンガリア

公使 となって以後ベルギー大使兼ルクセ ンブルク公使、中華民国大使、広田内閣、第1次 近衛内閣、

平沼内閣、米内内閣の各外務大臣、昭和28年 の総選挙で衆議院議員に当選、昭和30年3月 の総選

挙では落選、その後、同年4月 の都知事選挙に日本社会党か ら推 されて出馬 し落選、昭和34年 の

都知事選挙 に再び日本社会党から推されて立候補 したが落選、昭和30年10月 から昭和34年12月 ま

で 日本社会党顧問)を 考 えれば、これは誤 りである。原告 は、 自らの生涯にわたって、 自らが辿

ってきた軌跡に責任を負わねばならない。原告は、『宴のあと』によって 「平安な余生を送ろうと

一途に念 じていた一身上に堪えがたい精神的苦痛を感 じた」 と主張 している。もしこれが本当の

気持 ちであったとすれば、それは公の意識 を欠いた甘えの心理の現れにほかならない。 この点、

裁判所 も同 じ水準である。「原告は都知事選挙を最後に政界から引退 し、余生を平穏に送 るべ く念

願 していた ところに、『宴のあと』が発表され、再び公衆の面前に自分の全身をさらけ出されたよ

うな気持で、堪え難い苦痛を覚 えたことが窺い知 られ他 に反証はない」 と述べている。

公的存在について論ずることはこれ位でやめ、原告の対応をさらに追っていきたい。判決によ

れば、原告は 「四、五月頃か らは原告 をモデルにした と覚 しい男主人公 『野口雄賢』の取 り扱い

に堪え難いもの を感 じるようにな」った。特 に 「非常な不快感 と憤激を覚え」たのは、「『野口雄

賢』 と 『福沢かつ』 との問の肉体的交渉が描かれている部分や 『野口雄賢』が 『福沢かつ』を踏

んだり蹴つた りする部分」であった。「一時は連載 を中止させたい とまで思つたが、すでに同小説

も結末に近 く、いまさらその連載の中止を要求 したところで容れられる望みはないから、むしろ

人の噂 も七五 日とい う諺 もあることだ しそのままにして騒 ぎ立てない方が賢明であると判断 し、

中央公論誌上での連載については敢えて抗議を申し込 まないでいた」。

この過程は、原告の気持ちの変化を明瞭に示 している。著者に署名入 りの自著 まで贈 った原告

には、それな りの期待があったであろう。連載の半ばまでは、満足 していたとはいえないまでも

原告に不満 はなかった。「連載のはじめの数回を読んだところでは、とくに不快な感 じもいだかな

かつたので、安心 していた」。 しか し途中から雲行 きが変わった。その時期は、畔上輝井 による連

載中止の要請 とほぼ一致する。

連載が完結 したあ とで単行本 として刊行するという話 を聞 き、「眠つた子 を起す ような行為はど
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うしても阻止 しなければな らないと決意 し」た。判決によれば、連載完結の直前に 「青野秀吉そ

の他の友人知己に 『宴のあと』の発表によつて蒙つている苦痛 を話 し、この人々を介 してまず被

告平岡に単行本 として出版することを思い とどまつて もらいたい旨を働 きかけ」、また吉田健一、

高木健夫 を介 して、出版の件で直接話 し合いたいと申し入れたが著者の了解 を得 られなか ったと

いう。原告は自分自身では申し入れをしようとしていない。

そこで原告は、8、9月 頃、中央公論社の社長嶋中鵬二 に会い、出版の中止を求める。判決によ

れば、 この とき原告 は、「この小説によつて原告が蒙る精神的苦痛、不快 を縷々説明 し、『宴のあ

と』がモデル小説でないとい くら断 り書 をつけても受け取 る方ではそうは取 らないこと、男主人

公 『野口雄賢』のような経歴を持つ者は原告一人であ り、当然 に一般の読者は 『野口雄賢』が原

告 を指 している と解釈すること、すでに政界 を引退 している原告の過去の問題をいまさら小説 と

いう形で公衆の前に引きず り出されるのは甚だ迷惑であることを訴え」ている。

ところが面白いことに、このときの申 し入れの内容は、被告主張によると、「主に(イ)、 『福沢

かつ』が吉田茂 とおぼ しき人物か ら金 を貰つた叙述(ロ)、 同女が大野伴睦 とおぼ しき人物 にみだ

らな態度 をとつた叙述の二点を理 由」 としていた。原告が抱いた 「不快感 と憤激」の対象は、原

告自身にかかわることではな く、「福沢かつ」に関するものであった。つま り畔上輝井に代 わって

原告はその苦痛を述べたのである。このような申し入れに著者が応ずるはず もない。これらの経

過から原告の人柄が理解される。

ところで中央公論社は、著者 に 『宴のあ と』の字句の訂正や単行本の発売 を適当な時期 まで延

ばすなどして 「芸術家 として許せる範囲で妥協できないものかとその意向 を打診 し」ている。当

然 にも著者は 「中央公論社 は出版社 としての責務 に欠ける ところがあると反論 し」両者の話 し合

いは物別れ とな り、結局、新潮社が11月 末単行本として刊行す ることになる。その間、10月 末頃

より原告 によって新潮社への出版中止の申し入れがなされている。手紙によって、及び秘書を介

して。

ところで、原告有 田八郎が死去 し和解が成立 したあと、以下のような事実が明 らかとなってい

る。原告 は、単行本が刊行された後、海野晋吉弁護士事務所に相談に現れ、弁護士大野正男が応

対 している。大野正男は、昭和44年9月 にそのときの出来事 を次のように語っている。

「そのときの有田さんの話は、どうも名誉棄損であるということをいわれた。なぜ名誉棄

損か とい うことを聞いたら、あの中に有田さんをモデルとした人が、演説会の ときに、憲

法のことを日本帝国憲法 と言い違えたという個所が出てきた りする。自分はこれでも憲法

擁護を言 っているのだか ら、帝国憲法 などと言い違えた と書かれたのでは名誉棄損である。

そういうようなことが、初めは非常に多かったと思う。

それで、有田さんが自分の名誉 を棄損 しているといわれるので、"宴のあと"を 熟読する

と、 まあ部分的にはないとは言 えないが、有田さんの声価 を低からしめるか どうか という

ことについては、正直 にいって非常 に疑問に思ったので、有田 さんには怒られるか もしれ

ないが、そのことを話 した。ある場合 には実物 よりもよく書 けているのではないか と

これは有田さんには言わなかったが、そうい う感じすら持たないわけではなかった。

ところが、有田さんはガンとして納得 なさらない。そのうちに、要するに書かれたとい

うこ と自体が、非常 にお気 に召 さないのではないか とい うことを話 したら、そうなんだ、

どこが、 といわれると非常に困るが、まさに書かれたこと自体がイヤなんだ、と言われた。

それだとむしろプライバシーの問題ではないか と思う。ただしどうもこれで訴訟 をなさ
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ることが、非常 に賢明であるか どうかについては、私は消極的な意見を持っていると申 し

上げたら、それはよくわかったということで、その問題については海野先生の事務所には

おいでにならなかった。」〔24〕

この ときの原告の主張 は、 まず小説 『宴のあと』が名誉 を毀損 しているとい うものであった。

その具体例 として、演説会で現行憲法 を日本帝国憲法 と言い間違 えたことを挙げ、野口雄賢が自

分 とは異なっていること、自分が しないようなことを行っていることを訴えている。つま りこの

時点 まで、原告は、小説の登場人物のモデルが 自分であるにもかかわらず自分に似ていない、事

実 と違うということに不快感 を抱いていたと解釈することがで きる。 ところが大野正男の話を聞

いてから、い とも簡単 に自己の主張 を転換 させる。 しか し 「書かれたこと自体がイヤなんだ」 と

い うことは考えられない。なぜ ならば、事実 と違 うことを問題 にしていたからである。本当の自

分の姿 を描いてもらいたかった というのが本心であろう。書かれたこと自体が嫌な者が、署名入

りの自著 を贈呈す るとは思えない。4、5月 頃まで 「安心 して」 もいたのである。三島由紀夫 は、

畔上輝井 に会った とき 「彼女 に本当の自分の姿 を書いてもらいたいという気持が動いていた よう

に」感 じていた。これと同じような気持 ちが原告 にもあったのではないか。

この ときか らプライバシー侵害 に関する創作が始まる。事実と虚構 とを交えて。プライバ シー

は、個人のアイデ ンティティーや 自律性 とかかわ りをもっている。だが原告はそれを主張するの

に相応 しい といえるのであろうか。原告 と野口雄賢 とは全 く異なった特性 をもった別の人物であ

ることは明らかである。

判決文の 「第二、原告の主張」の四、(一)か ら七 まで、理解することが困難な文章が随所 に出

て くる。その中に、「のぞ き見」 とか 「『のぞき見 したかのような』描写」 とかいった言葉が何度

も出現する。ところで、訴訟が提起 されたときと同時期に、戒能通孝が次の ような文章を書いて

いる。

「あの小説が、有田八郎氏夫妻 をモデルにしていることと、有田氏夫妻の私生活 をのぞき

見 したように書いた小説であることは、常識上疑いない と信ぜ られる。私の意見では、東

京都知事選挙当時バラまかれた選挙法違反文書によりかかったような作品を、文学者が発

表することは好ましくないと思 っている。だが作品の文芸的価値 は、どのみち私人の権利

である名誉やプライバシー侵害には関係ないことである。問題は、小説家が著作の際、他

人の私生活 にわたる部分、たとえば寝室のことについてまで、のぞ き見 し、 もしくはのぞ

き見 した ように書 く権利があるか どうかである。 もちろんその私生活が、社会に対 して影

響 を与 え、それを公表す ることによって公益 を図ることがで きる場合 は別である。」 「身体

の通常衣服 をつけている部分、家庭生活、家庭外の生活で も、公共の利益 に衝突 しない部

分は、本人にとり一種の 『聖所』(サ ンクチュアリー)で あ り、それをのぞき見 した り、の

ぞ き見 したように想像 して書 くことは、人格の侵害といわねばならない。」〔25〕

原告主張はほぼこれと同じである。上記の文章には、「のぞき見 し、もしくはのぞ き見 したよう

に書 く」 とい う言葉が使われているが、原告 によっても同様 な表現が繰 り返 し使用 されている。

この文の中の 「のぞき見」するという表現の意味は明確である。 しか し、「のぞき見 したように書

く」という表現は不明瞭であり、その意味はよく分か らない。原告によって、「『のぞ き見 したか

のような』描写」、「『のぞき見』するような描写」 とか 「『のぞき見』の結果であるかのような描

写」といった類似の表現が使われている。原告は 「のぞ き見」 と 「『のぞ き見 したかのような』描

写」という2つ の別種のものを組み合わせて文章を構成 し、著者が原告の私生活を 「のぞ き見」 し
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てはいないにもかかわらず、あたか も著者が 厂のぞき見」 したかのように思わせている。それは、

1つのテクニ ックとして用いられている。例 えば、「被告等がこのような原告の私生活を 『のぞ き

見』 し、もしくは 『のぞき見 したかのような』描写を公開 したことによって、原告はいわゆるプ

ライバシーを侵害されたものである」 と主張 しているが、実はこれは2つ の異質な事柄を巧妙に並

列 しているのである。「のぞき見」をす るというのは、ある劇作家が一般家庭の生活の様子 を描こ

うとして、街角の家の中を外から覗 くというような行為 を指す。 ところが 「のぞ き見 したかのよ

うな」描写を公開するということは、1つ の表現行為である。勿論、小説 『宴のあと』を執筆する

にあた り、前者のような行為が行われた という事実は存在 しない。小説 『宴のあ と』の 「第二章

霞弦会」は、野口雄賢 を初 めて登場させ、野 口雄賢が他の退職外交官 とは異な りただひとり高潔

さと威厳 とをもった人物 として描かれた導入部であるが、この部分 も 厂のぞき見」 した箇所 に入

れられている。

原告の主張の五の(三)の 次の2箇 所は、はなはだしく難解 な文章で綴 られている。

「このようにプライバシーの侵害 は、人が通常他人の面前で公表されることを欲 しない私

生活を 『のぞき見』 し、または 『のぞき見 したかのように』 して、『のぞき見』 しなければ

観察できないような私生活の領域 に属する事実を推測や想像 を交えて作 り出 して公開する

ことであ り、公開 された内容が事実に合致する場合は勿論、それが事実そのままでないと

して も 『のぞき見』 された特定人の私生活 らしい外観 を呈するときはなおプライバシーの

侵害となるものである。」

「なぜな ら一般読者にとつては、世間周知の事実である原告の経歴、公的活動 とくに選挙

とこれ をはさんでの結婚お よび離婚 という一身上の変化 と 『宴のあと』の梗概 とを結びっ

けるならば 『宴のあ と』に登場する 『野 口雄賢』が原告 をモデルにした ものであることを

直 ちに知 ることがで きるが、このような世間周知の事実以外の部分の叙述についてモデル

本人を除けば一般読者 はもとより原告 と親 しい者で も実際に生起 した原告の挙動、心理、

感情 という客観的事実 を探知 したうえでの描写であるかそれとも被告平岡の空想の所産で

あるかを識別することは不可能であ り、かえつて 『野口雄賢』の私生活の描写が迫真力を

有 し、 これ らの場面をつなぐ主人公の社会的活動が原告のそれと一致することによつて原

告 自身に生起 した具体的事実(私 生活)を 描写 したものであるとの印象を与えるか らであ

る。この ようなモデルの使い方 をした 『宴のあと』では、『のぞ き見』 した部分 と 『のぞき

見 したかのような』部分 とを区別す る必要はな く、後者の方法 による部分をも含めて公開

をはばかる私生活の領域 とくに夫婦喧嘩、閏房の行為、妻の肉体などを描写 したこのよう

な作品 を公表することは、たとえどの ような主観的意図によろうと、原告のプライバシー

を侵害 し個人的尊厳 と幸福を追求する権利 を危 くするものであ り、その公表の手段が文芸

作品であろうとなかろうと原告に対する侵害の有無がそれによつて左右 されるものではな

い。」

実はこの2つ の文章の間に1つ の文章が入 る。この2つ の文章のうち後者は、挟 まれてい る文章

の内容の理由であ り、前者はそのための理論的前提である。つまり最 も重要であるべ き理由が明

確ではなかったのである。

「それゆえ、本件で主張するプライバシーの侵害は、『宴のあと』の 『野口雄賢』の行状

がすべて原告の挙動、心理その ままであることを必要 とするものではなく、『宴のあと』の

叙述 によつて、原告が プライバシーをとくに侵害する部分 と指摘 した箇所が原告の実際の
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私生活を描写 した ものであるとの印象を一般読者 に与えることによつて充分である、 とい

われ なければならない。」

この文章は、前の2つ と異なって、その意味を理解することができる。 この部分が原告の主張 し

ようとしていることの中心 といってよいであろう。特 に、厂……印象 を一般読者 に与える」 という

箇所である。 しか し原告主張は、ここか ら先 に進むことがで きなかった。それを行ったのは裁判

所である。

ところで、原告 は小説 『宴のあと』 を 「実名を使つたと同視できる伝記小説の一種である」 と

し、「た とえその描写が作者の空想や推測 にもとついているとして も 『宴のあ と』が原告の実名を

挙 げて書かれた小説 と変 りないからには、私生活の場面の描写が原告の プライバ シーを侵害する

ものであることに変 りはない」 と述べている。 しかし、 もし 「実名を使つたと同視で きる伝記小

説の一種」 ならば、プロッサーの第3類 型に該当することにな り、これだけでプライバシーの侵害

となる可能性がでて くる。それは 「私生活の場面の描写が原告のプライバ シーを侵害する」から

ではない。伝記小説の中で実名を使い、虚構 を交 えて事実 と異 なったことを描写すれば、その人

への誤解 を与えることになり、プライバシーを侵害することになる。 しかし日本でこの ような論

理 を展開することは無理であろう。原告は、私生活を 「のぞ き見」 したととに固執 しなければな

らない。但 し、厂実名を使つたと同視できる伝記小説の一種である」 との主張は誤 りである。ここ

で も 「伝記小説の一種」 という不明確 な言葉が使用 されている。裁判所は、「一般の読者が小説の

モデルを察知 し易いことは原告の実名を挙げた場合 とそれほど大 きな差異はない」 と述べている。

原告の主張 と表面的には違うように見えるが実質的には同 じである。 もし裁判所の主張通 りなら

ば、やはりプロッサーの第3の 類型に含 まれることになろう。

6.「 私生活上の事実 らしく受け取 られるおそれのあることがら」

最後に判決の中心 に入っていこう。判決文の最 も重要なところは、厂四、小説のモデル とプライ

バシー」である。ここのキー7マ ドは何か。それは、「一般の読者」或いは 「読者」である。裁判

所はここで、原告が失敗 した理由と、途中で放棄 した 「一般読者」にかかわる説明を試みる。原

告が繰 り返 した 「のぞき見」 したとか 「『のぞき見 したかのような』描写」 という表現は、さすが

にここにはでてこない。

厂すでに認定 したとお り、原告がプライバシーの侵害 として挙示する描写はいずれ も原告

の現実 の私生活 を写 したものではな く、被告平岡のブイクシヨンになるものと認められ、

そのか ぎりでは 『宴のあと』が原告の私生活を暴露、公開したとはいえない。」

「のぞ き見」はなかった。 しか し問題 は、「『のぞき見 したかのような』描写」である。それ を

説明するのが 「一般の読者」 と 「読者」である。

厂原告の消息に特に通 じた者を除けば、一般の読者は、そのブイクシヨンと事実 とを小説

の叙述のうえで明確に識別することは難 しく、とくに 『宴のあ と』にあつては読者にとつ

て既知の事実が極めて巧 に小説の舞台に織 り込 まれているだけに、作者の企図した 『現実

感』 という効果が読者 に強 く迫 り、迫真性 を帯びて来ることと、 この小説がモデルおよび

事件に対す る世人の記憶がまだ生々しい問に発表 されたという時間的要素 とが相乗的に作
マ マ 　 　 ロ リ コ リ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 サ 　 　 　 　 コ 　 　 　

用 し、モデル的興味を唆ると同時に本来なら主人公の私生活の叙述であるにす ぎないの も
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がモデルである原告お よび畔上輝井の私生活を写 しまたはそれに着想 した描写ではないか

と連想させ る結果 を招いていたことは否定できない ところと認め られ、このような受 け取

られ方が、モデル小説、私小説 をも含めて小説本来の正 しい味わい方であるかどうかは別

として、主人公の私生活ない し心理の描写はすべて作者のブイクシヨンであるとか読者に

とつて既知の事実でない部分はすべてブイクシヨンであると受け取 られるほどには、今 日

璽)ラデ亭少税に対すや関・銚 譽味1ま純化されていないと考えられ、いわばこれがモデル小
説の今 日おかれている社会的な環境ということができ、『宴のあと』の発表方法もその例外

であることはできない。」

「読者」 は、フィクションと事実 とを識別することができず、「モデルの知名度」、厂モデルに対

する社会の関心が高ければ高いだけ、モデル的興味(実 話的 もしくは裏話的興味)が 読者の関心

を」そそる。こうして、単 なる小説の主人公の私生活の叙述が、原告 らの私生活 を写 した り着想

したりした描写ではないかと連想 されるとい うのが裁判所の見解である。 しか し、厂モデル小説」

の場合、虚構 と事実 とが判別されない ということは、裁判所の見方とは逆に、虚構 としての小説

が優れていることを示 していると考えることもできる。裁判所は、「もし事実とブイクシヨンが水

と油の ように分離 して何人 にもその区別が明 らかな小説があるとすれば、その ような小説ではい

わゆるモデルのプライバシーの問題は起 り得 ないであろう」 と述べているが、そのような小説が

もしあるとすればその小説は駄作である。 また、それだけでな く、む しろある場合 には名誉毀損

となる可能性 もでて くる。虚構 と事実とが区別で きないことこそ、その作品の芸術的昇華度の高

さを示 しているのである。

裁判所の見解 によれば、両者の区別がつかないことによって、「読者の脳裏にあるモデルに関す

る知識、印象から推 して当該小説に描写されているような主人公の行動が現実にあ り得べ きこと

と判断されるかぎり、そのあり得べ きことに関す る叙述が現実に生起 した事象に依拠 した ものす

なわちブイクシヨンではな く実際にもあつた事実 と誤解 される危険性は常に胚胎 している」。裁判

所 の立場は、虚構 を事実の方 に吸い寄せて考 えるということで一貫 している。けれ どもこれは、

現実の読者が虚構 としてではな く実際にあった事実であると誤解 したということではない。裁判

所 の判事がそう思 うということである。 しか しこれは、誤 った認識なのか も知れない。ここに隠

されている ものは、日本の 「一般の読者」に対す る侮蔑的な態度であろう。多 くの 「読者」は、

「たとえ小説の叙述が作家のブイクシヨンであつたとしてもそれが事実すなわちモデルの私生活 を

写 した ものではないか と」想像 をめ ぐらし、モデル的興味 を抱 く。そして、このモデル的興味、

すなわち実話的 ・裏話的興味によって、「モデル小説」 は一層読 まれるはずである。けれ ども、

「『宴のあ と』は有田氏をモデルにしたことによって、三島氏 の他の作品以上に読者を獲得 しえな

かったとい う事実 に注意する必要がある。 ということは、読者にとって有田氏の声名は三島氏の

芸術 ほど魅力がなかったとい うことであ り、 したがって、有 田氏のい うような 『のぞ き見』の興

味をもって作 中有田氏 を捜 し求めた読者はいなかったということである」[26]。

ここで再び、プライバシーの権利の定義の話に戻ってきた。裁判所 によれば、

「いわゆるプライバシー権は私生活 をみだ りに公開されないという法的保障ない し権利 と

して理解 される」。「そ してここにいうような私生活の公開とは、公開されたところが必ず

しもすべて真実でなければならないものではな く、一般の人が公開された内容をもつて当

該私人の私生活であると誤認 しても不合理でない程度 に真実 らしく受け取 られるものであ
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れば、それはなおプライバシーの侵害としてとらえることができるものと解すべ きである。」

そして、この侵害に対 して法的救済が与えられる場合の要件は、

「公開された内容が(イ)私 生活上の事実 または私生活上の事実らしく受け取られるおそ

れのあることが らであること、(ロ)一 般人の感受性を基準 にして当該私人の立場 に立つた

場合公開を欲 しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚

を基準 として公開されることによつて心理的な負担、不安を覚 えるであろうと認められる

ことが らであること、(ハ)一 般の人々に未だ知 られていないことが らであることを必要 と

し、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚 えたことを必要 とする」。

この2つ は、 よく知られた定義 ・要件であ り多 くの文献に引用されている。この2つ の文章の

中の、「一般の人が公開された内容をもつて当該私人の私生活であると誤認 しても不合理でない程

度 に真実 らしく受け取 られるもの」 と 「私生活上の事実 らしく受け取 られるおそれのあることが

らであること」の部分が、小説 『宴のあと』のために考えだされた箇所であることはこれまでの

分析で明 らかであ り、格別に強調するまでもない。 しか しよく注意 してみれば、これら2つ の文

言の問に1つ の相違が存在 している。後者に 厂おそれのある」 という文言が さりげな く付加 され

ていることである。「おそれ」があるとは、そうなるか もしれないという懸念があるとい うことで

ある。では誰がそのような懸念 を抱 くのであろうか。

これまで述べてきたことか らも明 らかなように、この 「おそれのあることが ら」 とは、非常に

曖昧なものであ り、対になっている 「私生活上の事実」 とは全 く異質の ものである。後者は文字

通 り 「事実」であ り、前者は表現にかかわっている。厂私生活上の事実 または私生活上の事実 らし

qと2つ を並べることによって、特性の異なった2つ の ものを同質の ように見せかける吉棄あ
遊びが、ここで行われている。

ところで2つ の文章の問に、次の文章が記 されている。

「ここで重要なことは公開されたところが客観的な事実に合致するかどうか、つまり真実

か否かではな く、真実 らしく思われることによつて当該私人が一般の好奇心の的 にな り、

あるいは当該私人をめ ぐつてさまざまな揣摩臆測が生 じるであろうことを自ら意識するこ

とによつて私人が受ける精神的な不安、負担 ひいては苦痛 にまで至るべ きものが、法の容

認 し難い不当なものであるか否かという点にあるもの と考えられるからである。」

注意 しなければならないのは、「揣摩臆測が生 じるであろうことを自ら意識することによつて」

という言葉である。この意味 を理解するには、別の箇所の次の文章 も見なければならない。

「……それが原告 と畔上輝井の夫婦の問に起つた出来事 として受け取 られるおそれがある

ことを思 うときは、羞恥ない し不快の念を禁 じることがで きなかつた……」。

ここの、おそれがあることを 「思 うとき」 という表現は、「自ら意識する」 と同 じである。定義

や要件 にこれらの文言を補 うという言葉の遊びによって、事の真相が よりよく理解されるかも知

れない。例 えば、「私生活上の事実らしく受け取 られるおそれがあると原告が思ったことが ら」 と

いうように。では、なぜこのような文言が、定義や要件の遠景におかれたのであろうか。それは、

原告が 「自ら章謙すること」、「おそれがあることを思う」 ことは繕寿的だからである。「私生活上

の事実」は、絶対的なものである。 しか し 厂一般の読者」が虚構ではなく事実であると誤解 した

り、モデル的興味をもつ ということは実際にあったというわけではない。裁判所がそう推測 した

だけである。その推測 に対 して反論することが可能である。けれ ども、厂原告が思ったことが ら」

は、1つ の事実 として提示することがで きる。 この絶対性が、裁判所のいう 厂私生活上の事実 ら
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しく受け取 られるおそれのあることが ら」の補強に必要であったのであろう。

こうして、2つ の異質なものを巧みに並列することによって、小説 『宴のあと』事件 をプロッ

サーの第2類 型(原 告に関する、当惑するような私的事実の公開)に 帰属 させることに成功 した。

原告が 「のぞ き見」と 厂『のぞき見 したかのような』描写」 という異質な2つ のものを並列 してあ

たかも著者が 「のぞき見」 したかのように表現 したの と同じように、裁判所 もこれを別の形で表

現 し直 したのである。ここに、プライバシーの侵害の創出が完結 した。

7.結 び

前に述べたように、小説 『名 もなき道を』は小説 『宴のあと』 と同 じくモデル小説である。小

説 『名 もなき道を』事件では、小説 『宴のあと』事件判決を下敷 きにして訴訟が進められている。

従 って、小説 『宴のあ と』事件 と同様に、「一般読者」がキーワー ドとされている。

判決文の中心である 「四 小説 と名誉毀損 ・プライバシー侵害」 と 「五 本件小説 と名誉毀

損 ・プライバシー侵害」の中で、「一般読者」が問題 とされる。

裁判所 は、「一般読者をして小説全体が作者の芸術的想像力の生み出 した創作であって虚構(フ

ィクション)で あると受け取 らせるに至 ってお り、かかる小説 を読む一般読者は、作中人物 と実

在人物 との同一性 についてさほどの注意を払わず に読み進むのが通常であ り、実在人物の行動 な

い し性格がその まま叙述 されていて、それが真実であると受け取るような読み方 をすることはな

い と考えられる」と述べ、「本件小説については、実在人物に対する名誉毀損あるいはプライバ シ

ー侵害の問題は生 じない もの と解するのが相当である」 と判断 している
。

厂一般読者」は、「実在人物の行動 ないし性格がそのまま叙述 されていてそれが真実であると受

け取るような読み方」や、「そのモデルを詮索するような読み方」は しない。 しか し、「ご く限 ら

れた範囲の読者」がそのような読み方をすることは否定で きない。そこで、このことを前提 にプ

ライバシー侵害の成否を判断 しようとする。 ところが面白いことに、それに続 く文章は、厂プライ

バシーに属する事実」が記述 されているか、記述されていたとして違法性を欠 く場合は何 か、で

は本件ではどうかというように展開されてい く。r読 者」 とかかわ りがあると思われるのは、わず

か 「原告 らの人間像 に関 しては、前記の とお り、本件小説における武部夫妻の人間像は総 じて好

意的かつ同情的に美 しく描かれているのであって、このような記述が原告 らのプライバシー侵害

に当たるとは考えられない」 という箇所だけである。

このようなことが生 じたのは何故であろうか。それは勿論、小説 『宴のあと』事件判決に則 り、

2つ の異質なものを混同 し、相互浸透 させたか らである。小説 『宴のあと』事件では、小説は公

知の事実の上に虚構がつ くられていた。プライバシー侵害を認めるためには私事が公開されてい

なければな らないが、小説 『宴のあと』には私事が公開されておらず、 しかも原告が公的存在で

あったために種々の操作が行われたのである。 しか し、小説 『名もなき道を』 には、私人の私事

が公開されていたのである。先 に指摘 したように、ここに2つ の事件の決定的な相違がある。従

って、小説 『名のなき道を』事件では、私事が公開されていたかどうか、違法性 を阻却する事由

があるか どうか(こ の事件では原告による同意が条件付 きでなされていた)と いうことが中心的

問題 となる。そこでは 「読者」は、いわば脇役を演ずることとなる。

承諾 なく私事が公開されているという点で、小説 『石に泳 ぐ魚』はプライバシー侵害 を免れな
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い。 この小説は、 自伝的小説で もあ り、実名が使われてな くとも本人 との同一性は認められる。

しか し、この小説が書かれ、公表されたのは日本である。小説 『宴のあ と』事件では、極めて日

本的な解決が行われた。それを思えば、顔の障害を乗 り越 えて活動 している女性を描いているこ

の自伝的小説にも、同 じように日本的な解決を考えてもよいであろう。私たちの間では、「私事 を

褒めるということ」 を 「最高の美徳」 とするということもあってよいのだ。[27]
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